
 

まちづくり市民会議 第３小委員会議事録① 
 

 
■日 時   ２００７年９月１８日（火） 午後６時３０分～午後８時４０分 

■場 所   太田市役所 １０階 政策推進会議室  

■出席者   委員６名 福島会長、田部副会長、相沢、浦野、高橋、早川 
       市 4 名  八代企画課長、田中企画係長、高田、奥川     

※欠席委員２名 岩崎、岡部 
  
【概要】 
１．会議の目的 
 ・議論を効率的に進めるため設置した小委員会において、今後の会議を進行する 

「委員長」と「副委員長」を選出する。 

 ・まちづくり基本条例に対する理解を深め、見直し手順における事前評価の方法な

どを検討することで、各委員における考え方の集約を図る。 

 

２．会議の内容 

（１）小委員会の希望結果について 

・小委員会の参加希望結果について、第１小委員会が１１人、第２小委員会が 

８人、第３小委員会が８人になったことを説明した。 

・まちづくり基本条例の見直し検討を担当する「第３小委員会」は、理論的に物事

を考えることが多いため、まちづくりの提案を担当し、実際の行動を伴う「第１・

第２小委員会」とは、若干異なることを説明した。 

 

（２）委員長、副委員長の選出 

 ・今後、会議を進行する委員長と副委員長の選出を行い、「委員長」には『相沢委

員』、「副委員長」には『福島会長』が選出された。 

 ・委員長と副委員長の選出にあたっては、「まちづくり基本条例検討会」の委員と

して条例制定に携わった両名の経験を考慮した。 

 ・委員長が今後の抱負を含め挨拶を行った。 

 ・委員長の挨拶において、今後議論を進めていく中で、原則として議論の方向付け

がついたものは、蒸し返して議論をしない旨のお願いがある。なお、改めて議論

する場合は、各委員の了解を得るものとする。 

  

（３）今後の進め方 

 ●今後のスケジュール 

 ・相沢委員長が自ら作成した「まちづくり基本条例の見直し手順案」「作業日程表」 

  について説明した。 



 

 ・現在の日程は、改正条例案を 2009 年（平成 21 年）3 月議会に上程する前提で作

成しており、今後議論を進めていく中で変更する可能性があることを確認した。 

 ・条文の検討など実質的に作業できる回数は限られているため、議論が出尽くすと

思われる 2008 年（平成 20年）4・5月を目途に、議論を延長して実施するなどの

判断をする。（委員会開催回数の増なども検討） 

 ・条例の見直し手順としては、①適用状況の確認 ②制定当事者による評価 ③先

進市町村における見直し状況調査の「事前の調査」と「委員の審議」により問題

点を抽出すると共に、議論を行う中で問題点を整理し、改善案を作成する。 

 ・見直しにあたっては、「市民」「議会」「行政」の３つの視点に配慮する必要があ

る。（市民の視点を最も重視する。） 

 ・委員がどのような立場で見直しをするか事前に明確にしておく必要がある。 

 ・現行条例に問題がないと結論が出た場合においても、市長に結果を報告する。 

 ・先進市町村の見直し状況を調査するため、近隣自治体のヒアリングを検討する。 

・第３小委員会の開催は、「毎月第３火曜日」から「毎月第３水曜日」に変更する。 

 

●まちづくり基本条例検討会委員へのアンケート 

・条例の問題点を抽出し、今後の議論の参考にするため、相沢委員長と福島副委員

長がアンケートを作成、制定に携わった者を対象に実施し、その集約結果を相沢

委員長が説明した。 

・９月１３日（木）締切日後に到着した分もあるため、委員長と副委員長が引き続

き分析し、次回の小委員会で追加報告する。 

 

●その他のアンケート 

 ・今後は「市民」「市議会議員」などに対するアンケートも検討する。 

 ・アンケートを実施する場合は、目的を明確にする必要がある。 

 ・できる限り多くの市民の意見を集約するため、アンケートの方法や内容に十分考

慮する必要がある。（インターネットの活用など） 

 ・アンケートの方法によっては、経費がかかるため事務局と調整する必要がある。 

 ・各委員は、アンケートの内容を検討し「小委員会意見用紙」で１０月５日（金）

までに事務局に提出する。 

 

 ●まちづくり基本条例制定後の主な施策 

 ・条例制定後に市で実施した主な施策について、事務局が説明した。 

 ・今後は全庁的な調査を行い、次回の小委員会に追加報告する。 

 

 ●次回の小委員会など 

 ・次回の会議も、「今後の進め方」について議論し、問題点の整理に向けた方向付

けを模索する。 

 ・「小委員会意見用紙」を活用し、１０月５日（金）までに事務局に提出する。 



 

 ・メールアドレスを事務局に連絡した委員には、意見用紙の様式を送信する。 

 ・事務局は提出された意見用紙を取りまとめ、委員長と副委員長に報告する。 

 ・今後は会議の開催通知を発送しないが、その代わりとして議事録の中に次回の会

議開催予定を掲載する。 

 

（５）その他 

・「平成１９年度太田市の取り組みに対する満足度と重要度に関するアンケート」

調査結果（市民満足度調査）を配付し、事務局が概要を説明した。 
・市民満足度調査のアンケート様式について、議事録を郵送する際に同封する。 

  （第１・第２小委員会の参加者にも追加郵送する。） 
・住所、電話番号、メールアドレスなどを掲載した委員名簿を配付した。個人情報

を含むため、取扱いには十分注意する。 
 
■次回会議のお知らせ 

  第２回 第３小委員会の開催   
【日時】１０月１７日（水） 午後６時３０分～ 
【場所】市役所１０階 政策推進会議室 


